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障害保健福祉関係主管課長会議日程

平成19年12月2 6日（水） 於 三田共用会議所 1階講堂

区 分 時間 時間帯

（受付） (3 0) 12:30 〜1 3 : 0 〇

障害保健福祉部長挨拶 1 〇 13:0 〇〜13:10

① 平成2 0年度予算（案）及び緊急措置 

（利用者負担）について

（企画課）

2 〇 13:1 〇〜13:30

②障害者自立支援法の抜本的な見直しに 

向けた緊急措置について

（障害福祉課）

2 〇

13:30-14:00

③ 平成20年度税制改正等について 

（障害福祉課）
1 〇

④障害者自立支援法の抜本的な見直しに 

向けた緊急措置（基金事業）について 

（地域生活支援室）

1 5 1 4 : 〇 〇〜1 4 :15

⑤医療観察法に基づく指定入院医療機関 

に係る病床整備の状況について

（精神・障害保健課）

5 14:15 〜1 4 : 2 0

（休憩） (2 0) 1 4 : 2 0 ~ 1 4 : 4 0

意見交換会 6 〇 14:40 〜1 5 : 4 0

意見交換会会場都道府県 :1階講堂

指定都市、中核市:3階大会議室



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 9.1 2. 2 6 資料1

平成2 0年度 
障害保健福祉関係予算案の概要

厚生労働省障害保健福祉部



~平成2 0年度予算案~

平成19年度予算額 9, 0 9 4億円

平成2 〇年度予算案 9, 7 0 0億円

対前年度増加額 6 〇 6億円

対前年度伸率 6. 7 %増

（参考）

障害福祉サービス関係費

（19年度予算） （2 〇年度予算案）

4, 873億円 -* 5, 3 4 5億円
（増減） （伸率）

+ 4 7 2 億円（9 . 7 %増）

一主要事項一

1障害者の自立生活を支援するための施策の推進

（19年度予算） （2 〇年度予算案） （増減） （伸率）

〇 自立支援給付（福祉サービス）

4, 4 7 3億円 — 4,9 4 5億円 + 4フ2億円（1〇. 6%増）

〇 地域生活支援事業

400億円f 400億円 ±〇億円

〇 自立支援医療（公費負担医療）

1,313億円-1,414億円 + 10 1億円（7. 7 %増）
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2精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進

〇 精神障害者地域移行支援特別対策事業（新規） 17億円

〇 精神科救急医療体制整備事業

15億円f 17億円 + 2億円（13. 3%増）

〇 認知症疾患医療センター運営事業（新規） 1.9億円

3障害者の就労を支援するための施策の推進

〇 グループホーム等の整備促進（新規） 3 0億円

〇 工賃倍増5か年計画支援事業

5億円-* 16億円 +11億円（2 2 0%増）

4 発達障害者支援施策の推進

〇障害保健福祉関係

8億円-> 8. 4億円 + 0. 4億円（5・ 〇%増）

※厚生労働省全体

9. 6億円— 1 〇・ 7億円 + 1.1億円（11.5 %増）

5 自殺対策の推進

〇障害保健福祉関係

1• 7億円〜 3. 8億円 + 2.1億円（1 2 4%増）

※厚生労働省全体

12億円〜 14億円 + 2億円（16 . 7 %増）

6 その他
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障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置

障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けて、当事者や事業者の 

置かれている状況を踏まえ、特に必要な事項について緊急措置を講 

ずる。

「特別対策」で造成した基金の活用を含め満年度ベースで31〇億円・

〔平成2 0年度予算案〕 130億円

① 利用者負担の見直し（2 0年フ月〜） 70億円
（満年度ベースで1〇〇億円）*

・低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減【障害者•障害児】 

負担上限月額を現行の半額程度に引下げ

・軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大【障害児】

年収約6 0 0万円未満 - 約8 9 0万円未満（3人世帯の場合）

•個人単位を基本とした所得段階区分への見直し【障害者】

② 事業者の経営基盤の強化（20年4月〜） 30億円
（「特別対策」の基金の活用を含め18 0億円）*

•通所サービスに係る単価の引上げ

•入所サービスにおける入院・外泊時支援の拡充 等

•ほかに基金事業の活用（15〇億円）

③ グループホーム等の整備促進（2 0年度〜） 3 0億円・

・グループホーム等の施設整備に対する助成
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〜平成2 0年度予算案の概要〜

1 障害者の自立生活を支援するための施策の推進

（1）良質な障害福祉サービスの確保 4, 9 4 5億円

ホームヘルプ、グループホーム、就労移行支援事業等の障害福祉サービスについ 

て、障害福祉計画に基づき、各市町村において推進を図る。

（2）障害児施設に係る給付費等の確保 6 4 2億円

知的障害児施設等の障害児施設において、障害のある児童に対する保護•訓練を 

行うために必要な経費を確保する。

（3）地域生活支援事業の着実な実施 4 〇 〇億円

障害者のニーズを踏まえ、移動支援や地域活動支援センターなど障害者の地域生 

活を支援する事業について、市町村等における事業の着実な実施及び定着を図る。

（市町村事業）

相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具給付等、移動支援、地域 

活動支援センター 等

（都道府県事業）

専門性の高い相談支援（障害者就業•生活支援センター等）、広域的支援、サ 

ービス提供者等の育成等

（4）障害者に対する良實かつ適切な医療の提供 !,414億円

障害者の心身の障害の状態の軽減を図るための自立支援医療（精神通院医療、更 

生医療（身体障害者を対象）、育成医療（身休に障害のある児童を対象））を提供す 

る〇
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(5)障害者自立支援法の着実な施行の推進 8 5億円

障害者自立支援法を着実に施行するために、必要な事業を推進する。

〇障害者保健福祉推進事業 25億円
障害者自立支援法の着実な施行のための先駆的・革新的なモデル事業に対す 

る助成を行い、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実を図る。

〇障害者就労訓練設備等整備事業 30億円
既存の障害者施設等が就労移行支援等の新たな障害福祉サービスを実施する 

ために必要となる設備整備等に対する助成を行う。

(6)障害者の社会参加の促進 2 8億円

視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、ITを活用した情 

報バリアフリーの促進、障害者スポーツや芸術文化活動の振興等を支援し、障害者 

の社会参加の促進を図る。

〇 北京パラリンピック競技大会派遣等事業の実施(新規) 83百万円
北京パラリンピック日本代表選手団の派遣及び国内強化合宿を実施する。
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2精神障害者の地域移行を支援するための施策の推進

(1)精神障害者地域移行支援特別対策事業の創設(新規) 1フ億円

受入条件が整えば退院可能な精神障害者の退院支援や地域生活支援を行う地域移 

行推進員を配置するとともに、地域生活に必要な体制整備を促進する地域体制整備 

コーディネーターを配置することにより、精神障害者の地域生活への移行を着実に 

推進する。

(2)精神科救急医療体制の強化 17億円

精神障害者の地域生活を支える医療提供体制を充実させるため、2 4時間対応可 

能な情報センターの機能強化、身体合併症対応施設の確保、診療所に勤務する精神 

保健指定医の救急医療機関での診療協力体制の構築など、地域の実情に応じた精神 

科救急医療体制の強化を図る。

(3)精神障害に対する国民の正しい理解の促進 8 6百万円

精神疾患や精神障害者に対する国民の正しい理解を促進するための普及啓発を推 

進する。

(4)認知症疾患医療センター運営事業の創設(新規) 1.9億円

認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、認知症疾患医療センターを創設 

し、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、かか 

りつけ医や介護サービスとの調整を行う。
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3障害者の就労を支援するための施策の推進

福祉施設で働く障害者の工賃倍増5か年計画の取り組みの推進

16億円

福祉施設等で働く障害者の工賃水準を引き上げ、障害者が地域で自立して生活す 

ることを支援するため、都道府県が策定した「工賃倍増5か年計画」に基づき実施 

する事業を推進するとともに、工賃水準の向上に資するための設備投資等の借入に 

係る債務保証への助成を行う。

障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設

企業が障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた場合に、ー 

定の期間内に取得等を行った固定資産について、一定の上限の範囲内で前年度 

からの発注増加額と同額の割増償却を認める.。

（平成2 〇年度から2 4年度までの時限措置）
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4発達障害者支援施策の推進

(1)発達障害者への支援手法の開発や普及啓発の着実な実施

6. 3億円

発達障害者の支援手法を開発するとともに、専門家の育成や普及啓発について着 

実に実施する。

〇 発達障害者支援開発事業の推進 5. 2億円
発達障害のある子どもの成長に沿った一貫した支援ができるよう先駆的な取 

組を通じて発達障害者への有効な支援手法を開発・確立する。

〇発達障害者就労支援モデル事業の創設(新規) 4 3百万円
国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて、青年期発達障害者の 

職業的自立を図るため、関係機関等と連携して就労支援モデル事業を実施する。

〇発達障害研修事業の充実 18百万円
各支援現場における支援内容の充実を図るため、発達障害者支援に携わる職 

員等に対する研修を実施する。

〇 発達障害情報センター機能の充実 49百万円
発達障害情報センターにおいて、発達障害に関する国内外の文献、研究成果 

等を集積し、全国の発達障害者支援機関等への情報提供を行うとともに、発達 

障害に関する幅広い普及啓発活動を実施する。

(2)発達障害者の地域支援体制の確立 2.1億円

発達障害者の支援を実施する地域支援体制の確立を推進する。

〇 発達障害者支援センター運営事業の推進 (地域生活支援事業の内数)

各都道府県•指定都市に設置する発達障害者支援センターにおいて、発達障 

害者やその家族などに対して、相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供な 

どを行う。

〇発達障害者支援休制整備事業の推進 2.1億円
ライフステージに応じた一貫した支援を行うため、都道府県•指定都市の各 

圏域において、支援関係機関のネットワークを構築する。
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5自殺対策の推進

(1)うつ病等の精神疾患に関する国民の正しい理解の促進 86百万円

自殺との関係が強いとされるうつ病等の精神疾患に関する正しい理解のためのメ 

ディアを活用した広告活動、街頭キャンペーン等による普及啓発を実施する。

(2)自殺予防に向けた人材養成の推進(新規) 1億円

うつ病の早期発見•早期治療など自殺予防に向けた人材養成を推進するために、 

必要な研修事業を実施する。

〇かかりつけ医うつ病対応力向上研修事業の実施(新規) 9 8百万円
うつ病の早期発見・早期治療につなげるため、かかりつけ医に対するうつ病 

の診断•治療技術の向上や医療連携等に関する研修を実施する。

〇 心理職等カウンセリング技術向上研修事業の実施(新規) 4百万円
精神科医をサポートする人材を養成し、精神科医療体制を充実させるため、 

医療現場に従事する心理職等を対象とした専門的な研修を自殺予防総合対策セ 

ンター-において実施する。

(3)自殺未遂者・自殺者遺族対策事業の実施(新規) 3 3百万円

自殺未遂者や自殺者遺族へのケア対策のガイドラインの普及を推進するため、医 

療従事者に対する研修や自殺者遺族等を対象としたシンポジウムを開催する。

(4)自殺予防総合対策センターによる情報提供等 2 7百万円

自殺予防総合対策センターにおいて、国内外の情報収集、We bサイトを通じた 

情報提供、関係団体等との連絡調整を行うとともに、関係機関の相談員に専門的な 

研修を実施する。
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(5)地域での効果的な自殺対策の推進 1.3億円

地域における先進的な自殺対策の取組を検証•推進するとともに、地域精神保健 

従事者に対して実践的な研修を実施する。

(6)自殺問題に関する総合的な調査研究等の推進 3億円
※他局計上分。

自殺に至った経緯を克明に解明する研究、自殺予防に係る地域介入研究、救急部 

門における再発防止研究等を実施する。

-11



6 その他

(1)障害福祉サービス提供体制の整備 14 2億円

〇 社会福祉施設整備費(保護施設分を含む。) 112億円
生活介護、自立訓練、就労移行支援等の障害者の日中活動等に係る事業所の整 

備を計画的に促進するため、社会福祉施設等施設整備費において、必要な経費を 

確保する。

〇障害者就労訓練設備等整備事業(再掲) 3 0億円
既存の障害者施設等が就労移行支援等の新たな障害福祉サービスを実施する 

ために必要となる設備整備等に対する助成を行う。

r ヽ

※ うちグループホーム等の整備促進分(新規) 3 0億円
障害者の居住の場を確保するため、グループホーム等の整備に対する助成 

事業を創設する。

(2)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供休 

制の整備

14 9億円 

※他局計上分を含む。

心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療機関の 

確保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制の整備を推進 

する。

(3)障害者に係る手当の給付 1,2 8 6億円

特別児童扶養手当、特別障害者手当等に必要な経費を確保する。
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障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置

〇障害者自立支援法は、施行後1年半が経過。昨年12月、改革に伴う軋みに 

丁寧に対応するため、国費1,2〇〇億円の「特別対策」（平成20年度まで）を決 

定し、利用者負担の更なる軽減や事業者に対する激変緩和措置などを実施。

〇今回、「障害者自立支援法の抜本的な見直し」に向けて、当事者や事業者の 

置かれている状況を踏まえ、特に必要な事項について緊急措置を講ずる。

【緊急措置】

「特別対策」で造成した基金の活用を含め満年度ベースで総額310億巴・ 

〔20年度予算案〕130億円
① 利用者負担の見直し（20年7月実施）.............................. 70億円

•低所得世帯を中心とした利用者負担の軽減【障害者•障害児】（満年度ベースで100億円）* 
・軽減対象となる課税世帯の範囲の拡大【障害児】

・個人単位を基本とした所得段階区分への見直し【障害者】

② 事業者の経営基盤の強化（20年4月実施）......................... 3〇億円
（「特別対策」の基金の活用を含め180億円）*

③ グループホーム等の整備促進（2〇年度実施）....................... 30億円・
・グループホーム等の施設整備に対する助成

1



利用者負担の見直し①〔障害者〕

低所得者の負担軽減（20年7月実施）

〇低所得1及び2（非課税世帯）の障害者の居宅•通所サービスに係る爲担上限 

月額を更に軽減。

【1月当たりの負担上限額】

・低所得1 3, 75〇円-1,500円
・低所得2 6,150円-3, 000円

（通所サービスは3, 75〇円-1,500円）

「世帯の範囲の見直し（20年7月実施）

〇成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得 

段階区分を、「個人単位」を基本として見直しゝ本人と配偶者のみを勘案するこ 

ととする。

2



_ 剋用看負担の見直し②〔障害児〕
厂便害児を抱える世帯の負担軽減（20年7月実施）------------------------

①「特別対策」による負担軽減措置の対象となる課税世帯の範囲拡大

（現 行）:年収600万円程度まで※（市町村民税所得割額16万円未満）

（見直し後）:年収890万円程度まで※（市町村民税所得割額28万円未満）

-障害児を抱える世帯の8割以上が軽減措置の対象に°

②1月当たりの負担上限額を次のように軽減

・年収890万円程度まで※（市町村民税所得割28万円未満）の世帯が対象

・居宅•通所•入所サービス共通

订1月当たりの負担上限聶（居も•通所サービスの場合）i
j •低所得1 3, 750円 —1,500円
[•低所得2 6,150円 —3, 000円

（通所サービスは3, 750円一1,500円）
[・課税世帯（年収600万円程度まで※） 9, 300円 -4, 600円[

：・課税世帯（年収60〇〜890万円程度まで※）37, 200円-4, 600円[

________________________________________________ 3人世帯（主たる生計維持者+被扶養配偶者+障害児）の場合ノ

*「特別対策」による利用者負担対策は、平成21年度以降も実質的に継続。 .



参考1

障害福祉サービスに係る利用者負担の比較 

（障害者（大人）の場合）

※括弧内は、定率負担+食費等実費負担
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参考2

障害福祉サービスに係る利用者負担の比較 

（障害児の場合）

※括弧内は・定率負担+食費等実費負担
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事業者の経営基盤の強化①

ゼ急的な改善措置（20年4月実施）--------------------------- ---------

〇「特別対策」による従前収入の9割保障に加えて、以下の緊急措置を実施。

① 通所サービスに係る単価の引上げ

通所サービスの「利用率」を見直すことにより、単価を約4%引上げ。

② 定員を超えた受入れの更なる弾力化 

通所サービスの受入れ可能人数について、

・1日当たりで定員の120%まで 〜〔50%まで

・過去3か月平均で定員の!10%まで-> 125%まで

③入所サービスにおける入院•外泊時支援の拡充

入所サービスの利用者が入院•外泊した際、一定の支援を実施した場合に障害福

祉サービス費用を支払う措置について、更に拡充C
\__________________________________________________________________________________ ）

・障害福祉サービス費用の額（報酬）については、サービスの質の向上、良質な人材の

確保と事業者の経営基盤の安定のため、21年4月に改定を実施°
6



事業者の経亭基盤の強化②
厂［基金の使途や事業の実施基準の見直し----------------------

〇「特別対策」により各都道府県に造成された基金の使途や事業の実施基準を 

見直すことにより、以下の支援を実施。

(1) 就労支援を行う事業者への支援

一般就労への移行等を促進するため、就労継続支援事業者等が、企業等での作 

業を通じた支援を行った場合などに助成。

(2) 重度障害者への対応

①ケアホームにおける対応

ケアホームに重度障害者を受け入れた場合に助成。併せて、ケアホームにおいて 

特例的にホームヘルプを利用できる者の範囲を拡大。

②重度訪問介護における対応

現行の基金事業(在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業)において、ホーム 

ヘルパーの資質の向上や求人広告に要する費用等も助成対象となることを明確化。

(3)児童デイサービス事業への支援
就学前児童の受入れが少ない児童デイサービス事業所が、職員を加配した上で個
別支援に取り組む場合に助成。 丿



( ------------------------------------------- \

(4) 相談支援事業の拡充

社会福祉法人等が、障害者等に対する障害福祉サービスについての説明会•相談 

会や障害福祉サービスを利用していない障害者等の自宅訪問などの事業を行った場 

合に助成〇

(5) 地域における施設の拠点機能に着目した事業者への支援

障害者に対する地域住民の理解や支援力を高めるなど、施設の拠点機能を高める 

ための活動に助成。

(6) 諸物価の高騰等への対応

諸物価高騰によるコストの増加分や事務処理コストの増加分について、事業者に対 

し助成。

(7) 小規模作業所の移行促進

新体系への移行を促進するなど、小規模作業所への支援。(法定事業に移行する際 

の基準の見直しを含む。)

(8) 視覚障害者移動支援従事者の資質の向上

視覚障害者移動支援従事者の資質の確保のため実施する研修等に助成。

(9) その他\___________________________________________________________________________________________________________________________________丿



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 9 .1 2. 2 6 資料3

平成20年度税制改正等について



平成20年度税制改正大綱（抄） 「平成19年12月13日 

自民党・公明党

第二平成20年度税制改正の基本的考え方
4 環境問題、安心・安全への配慮

また、国民の暮らしの安心・安全が確保されるよう、（中略）障害者の就労支援の観点から授 

産施設等に仕事を発注した企業に対する課税の特例の措置を講ずる.

第三平成20年度税制改正の具体的内容
四 環境問題、安心・安全への配慮

7 障害者の「働く埸」に対する発注促進税制の創設

青色申告書を提出する事業者が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始す 

る各事業年度において、授産施設等に対して資産の譲渡、役務の提供等の対価として支払った金 

額（授産施設等取引金額）がある場合において、その事業年度における授産施設等取引金額の合 

計額が前事業年度等における授産施設等取引金額の合計額を超えるときは、その事業年度又は直 

近2事業年度において取得等した固定資産について、30%の割増償却ができる制度を創設する。 
この場合において、割増償却額の合計額が、その事業年度における授産施設等取引金額の合計額 

から前事業年度等における授産施設等取引金額の合計額を控除した残額を超えるときは、当該割 
増償却額の合計額は、当該残額を限度とする。



障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設

〇 障害者の「働く場」に対する発注を前年度より増加させた 

企業について、企業が有する固定資産の割増償却を認める。

-青角申告者である全ての法人又は個人事業主が対象c

・発注には業務を下請けした場合のみならず、自家生産した商品を売買した場合等も含も。 

•固定資産は、事業の用に供されているもののうち、当該事業年度又は直近2事業年度に取 
得又は製作したもの。

〇害9増しして償却される限度額は前年度からの発注増加額。※）

（探）対象となる固定資産の普通償却限度額の30%を限度。

〇 5年間（平成2〇年4月1日〜平成25年3月31日）の時限措置

（対象となる発注先） ※税制優遇の対象となる障害者の「働く場」

・障害者自立支援法の就労継続支援を行う事業所

・障害者雇用促進法の特例子会社及び重度障害者多数雇用事業所

等（予定）



障害者の「働く場」への発注促進税制（イメージ）

企業

固定資産

固定資産の例

授産施設等 発注額が増加した場合

厂※障害者の「働く場」

就労継続支援事業所

特例子会社

重度障害者多数雇用事業所 
し 等丿

割増償却

【具体例】

•固定資産が1,000万円（償却期間10年、定額法） 

・発注増加額が20万円の場合

普通償却限度額（①）I

100万円（1,000万円 X 1 〇%）:

（〇 土地、建物及びその附属設備

（暖冷房設備、照明設備、エレベーターなど）

〇機械及び装置
〔工作機械、印刷機械、食料製造機械など）

〇車両及び運搬具
（自動車、フォークリフトなど）

、〇工具、器具及び備品
J事務机、麻接セット、パソコン、コピー機、など）

:償却限度額（①+②）

120万円
発注増加額（②）

20万円快）

普通償却限度額

償却限度額= +

前年度からの発注増加額備）

+

※発注増加額が50万円の場合、固定資産の普通償 

却限度額（1〇〇万円）の30%（3 〇万円）が限度となる。

※ 対象となる固定資産の普通償却限度額の3 〇% 
を限度とする。



障害者支援施設等との随意契約の範囲の拡大について

1.現行制度
普通地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、障害者支援施設 

等決）においてその活動の成果として製作された物品を買い入れる契約を規定C

（探）障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業（生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事 

業に限る。）を行う施設、小規模作業所。（経過措置により、更生施設（身体、知的）、授産施設（身体、知的、精神）ヽ 

福祉工場（身体、知的、精神）を含む。）

2 .経緯

構造改革特区第10次提案募集（平成18年10月）において、現行で随意契約が可能とされてい 

る物品の購入以外にも「地方公共団体が障害者支援施設等と役務提供に係る随意契約を行うこ 

とを可能とすること」について特区提案が行われ、政府として「平成19年度中に結論」として 

いる。

3.改正内容（案）

普通地方公共団体の契約について随意契約によることができる場合として、普通地方公共団 

休が障害者支援怖設等から役務の提供を受ける契約を追加する（地方自治法施行令の改正）。

（現在、総務省において別添のとおりパブリックコメントを実施中。）

物品の具体例（現行） 役務の具体例（今般の改正で追加）

石鹼、軍手、縫製品、のし袋セット、買物袋、竹炭 

製品、手作りロウソク、オリジナルタオル、麺類、 

椅子、花苗等

クリーニング、公園•建物の清掃、縫製作業、包 

装•組立、袋詰め、発送業務 等



別添 平成19年コ之月 

自治行政局行政課

地方自治法施彳亍令の一咅百を改正する政令案の槪要

コ 政令改正理由

普通地为公共団体が随意契約により契約をすることができる場合の範囲の拡大、一 

舟殳競争入利J二参カロさせなし'二とができる期間の延長及び糸念合言平・ffi一舟殳競争入ネしの手糸売 

きの簡素イ匕を行1う等の規定の整イ蒲を行^うもの。

2__政令改正の扌既要

(1)普通地右公共団イ本の契約について、新たに障害者支援方包設等からの役務提供を随 
意契糸勺事由とするニと。

(2) 一舟殳競争入札に参力ロさせないことヵヾできる期間を「地方・自治法施彳亍令第］6フ条

の4第2項各号に掲げる事実がみった日から2年間を上限とする一定の期間」か 

ら 「地方自治法施行令第16フ条の 4第 2項各号のいずれカヽに言亥当すると言忍めら 

れる者について、3年間を上限とする一定の期間」とすること。

(3) 総合評価一般競争入札を行う場合に#Sける学言哉糸圣験者からの意見聴取手続きにつ

し、て、地方自:台:去施彳亍令第 コ6フ 条の コ 〇の 2第 4項の規定にま5し、て｛ま、①当言亥 

入ネもを行^おう とすると き、②落木し者決定基準を定めよう とすると き、③落木し者を 

決定しようとするときに意見を聴力、なければな:らないとしていたものを、①落ネし 

者決定基準を定めるときに意見を耳恵カ、な！けれ(まならなし、こ とと し、当言亥手統きを 

簡素化するニと。

ただし、当該意見耳恵取の際に落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようと 

するときに改めて学言哉経,験者の麓見を聴く必要が扬るかどうかについて学識経験 

者の意見を耳恵かなければならなし、こ と と し、落札者を決定しよ う とすると きに改 

めて学言哉経験者の意見を聴く 必龔が站るとの意見が述べられたときは、当該落札 

者を決定 しようとすると きに、扔らかじめ学言哉経馬黄者の意見を耳恵カ、なければなら 

な;し、こ・ととするこ.と。

(4) そのイ也所菱の規定の整備を行うこと。

3 施行日

平成 2 〇年 N月中旬に方亍を予定



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 9 .1 2. 2 6 資料 4医療観察法関係について

医療観察法とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定する 

ための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指 

導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会 

復帰を促進する制度である。

1. 指定入院医療機関の整備状況

•国関係は、12か所を指定、2か所において建設中である。

•都道府県関係は、2か所（大阪府、岡山県）を指定、2か所（長崎県、東京都）において建設•建設準備中である。 

•全国で700床程度の整備を目標として、現在のところ354床（国関係316床、都道府県関係38床）を整備。今後、 

対象者の社会復帰を促すためにも自治体関係の病院による病床確保が不可欠c

2. 指定通院医療機関等の確保

•指定通院医療機関については全国で260か所の医療機関を指定し、鑑定入院医療機関については全国で236 
か所の医療機関を最高裁判所に推薦した。

•指定通院医療機関については、各自治体内で地域偏在が見られるので、対象者の円滑な社会復帰を促すため 

に、地域バランスを考慮した指定通院医療機関の確保に引き続きご協力願いたい。

•鑑定入院を引き受ける医療機関については、対象者の増加していることから、鑑定医療機関の確保に引き続き 

ご協力願いたい。

3. 精神保健判定医•精神保健参与員候補者の推薦

•精神保健判定医候補者792名、参与員620名を平成19年名簿に登載し、最高裁判所等に提出したところ。

4. 通院対象者の地域における連携体制の確保

•通院対象者の地域処遇が適正かつ円滑に実施されるためには、これを担う諸関係機関が相互に連携協力して 

取り組むことが重要である。

•保護観察所をはじめ、保健所、精神保健福祉センター等関係機関と必要な情報交換を行うなどして、平素から 

緊密な連携が確保されるよう努めていただきたい。



I賀茂精神医療センター］

さいがた病院

（H18.4.1指定）

小諸咼原病院

（H18.6.15 指定）

北陸病院

（H18.2.1指定）

岡山県精神科医療センター

（H19.10.1指定）

肥前精神医療センター

（H18.1.1指定）

I長崎県立精神; 

!医療センター I

(7

・;聲聲變豊此

東尾張病阮

（H17.12.1指定）

下総精神医療センター

（H18.10.10 指定）

榊原病院

（H19.10.15 指定）

久里浜アルコール症センター

（H18.4.1指定）

武蔵病院

（H17.7.15 指定）

指定入院医療機関の状況（H19.12現在）

花巻病院

（H17.10.1指定）

〇

菊池病院

（H19.9.3 指定）
//!大阪府立精神医療センター

f （H19 9 7指定）

1
〇 / I \松籟荘病院1

琉球病院

（H19.2.1指定）

〇指定

刀建設中（国関係）

E3建設•建設準備中（都道府県関係）

ヽ



指定入院医療機関の整備状況
1.国関係（14の精神科専門病院に設置することとし、12医療機関が稼働中）

①国立精神■神経センター武蔵病院（東京都） 33床 仃.7.15開棟
②国立病院機構花巻病院（岩手県） 33床 仃•彳0.1開棟
③国立病院機構東尾張病院（愛知県） 33床 仃.12.1開棟
④国立病院機構肥前精神医療センター（佐賀県） 33床 18.仃開棟
⑤国立病院機構北陸病院（富山県） 33床 18. 2.1開棟
⑥国立病院機構久里浜アルコール症センター（神奈川県） 仃床 18. 4.1開棟
⑦国立病院機構さいがた病院（新潟県） 33床 18. 4.1開棟
⑧国立病院機構小諸高原病院（長野県） 17床 18.6.15 開棟
⑨国立病院機構下総精神医療センター（千葉県） 33床 18.10.10 開棟
⑩国立病院機構琉球病院（沖縄県） 17床 19.2.1開棟
⑪国立病院機構菊池病院（熊本県） 仃床 19.9.3開棟
⑫国立病院機構榊原病院（三重県） 仃床 19.10.15 開棟
⑬国立病院機構賀茂精神医療センター（広島県） 33床 平成20年度中開棟予定
⑭国立病院機構松籟荘病院（奈良県） 33床 平成わ年度中開棟予定

2.都道府県関係
①岡山県精神科医療センター 33床 19.10.1開棟
②大阪府立精神医療センター 33床 19.9.7開棟（当面5床で運営）

③長崎県立精神医療センター 仃床 平成20年4月開棟予定
④東京都立松沢病院 33床 建設準備中



I17. 7.15施行」

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の概要

重大HIW證たる行あ 

徹人慈哒號わ 

いめ 004

警察

検察庁

心神喪失看 
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醐・と超め* 
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起礁
察

载判所
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彌耆と網定 

し離H尊仍 
朝決の確定

岳

地方裁判所
11»施
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〇入昨入むJ又は血の
9S,退瞧の可否, 
了の可否棒を 決定 

〇不起林就曼I血については,
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■の鮭
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at定入院弗令取消しの申立て 
AK-1R治!・決定に対する 
不嚴申立て

iM册可の申立て 
処追の絳了の申立て9

畫定入靛侖令 
入齡通陳治療決定 
朋解可決定

処遷の純了決定W

対象者

指定入院医療機関

暹燒の髀可 T鴉判祈の決定 
によ不舷 |による再入觀

指定通院医療機関

報

吿

膵聽

辑荐操■観察

都道府県（精神保健 
福祉センタY） 
市町村（保健所等｝ 
社会復帰施設等

保債・福輕に賞する援勖

嘉状に克じた速切な医療



「心補喪尖等の状線で畫太な他喜行爲を行った看の 

医濠あび缺案尊に隨す无法列Uの微宴

1曾的

心持喪失等の状態で嚏大な他害行為を行った着に対すあ適切な热遇を決定す 

るた的の芋繍の定め

I
〇継繼的、协-X適切な医療

〇その確保のために必龔な観察及び揭導

癖炊の;改善及びこれに悸う屈様の行為の再発の防止を図妙・もせてその 

社会隹偈を促進する

2 入廉又は通院の決罡孚魏

殺人、放火轉の養大な罪に勢た畐行窟について

〇 不超鯨（心神喪ま文は心紳耗弱を懿定）

〇 心神换失な理由とする無罪判決

〇 心神耗弱により刑を滅軽された有鞋判決 僕刑を踪く）

I
冊方隻興所の審判！

処遇の護否は,裁料窘と精神银健審判員（静神科医）ぬ合議护で. T0 
竜見の一数したとこみにより決定す為"精神保健鑒与員く精締障喜耆福祉 

彎に觸す召導鬥彖）仍意曉を聴＜\

※検務囂の申まてにより.審判を開始する级

※ 対象雜にほ.井籐士である付滸人を付する鬥

※ 平蘇斷処分奄變けた書については”対隸行為を行ったこと鳞、本制 

度の対欽密であることの確總を行う级

※鑑定入院命令を発し專鬥家であみ医師邪・対象着の精神狀纏磚に 

ついて鑑定す恳卩

※ 検察・T 持源人等は.資鹑を提出,し 意免を瞭述すみ。

※ 保後歡務所によ虧主帝琢境の調査を行うことができ咲

極遇の涣定']

〇医療を愛けさぜ・るために入険を卷せる決定（入離決朗 

-摘定入険医療機関における処遇へ

〇入曉によ仔ない医療を矍けき甘る決定（通曉決定）

F地域社会における処遇へ

決定に不碾の壤合は.高等裁瀏所に抗吿でき石0



3 掛莖え貌医療機§5における医擁

〇入院決定を受け拦耆は「厚生労働省令で定める基準に適合ずる抠蹇入曉 

医療機関（国公立搆院）に拾いて.入餐にま為手厚い轟門的な医嫩を受灯 

も・3

〇・慄護觀察所は,入院申の対絞署にっしヽて,退髓後の生話環境の鋤整籌を 

行芜

〇裁判所は・対隸辔，探覆臂冥は擋遣入院医繚機関の管理臂の申克てによ 

つ丈，暹瞬を髀可することができみ。

2地域社会におげる題遇へ

〇 擋定入院医獭槻関の警理巒は，原融としておか月ごとに.裁判所に対し” 

退陕許可の审立て又は入醜繼蛾の確認の申まてをしなければならないコ

" 遥院許可の決定 地域社会における処遇へ

宀入院継績の確德の決定

4地域社殘におけ卷処邁

〇通院決定を受けた雜及び退院を阱可された皙は.厚生労働省令で定める 

墓準に適合ず馬擋定通院區療織欄に從いて通院治殲を受け為とともに，保 

癢観察所（社会復帰績整嘗）によ^箱神探健観幕に服す孔

〇 保證観察所は，攥定通院医療機関，韻遵府県知事馨と儈犧の上，処遇に 

関す易実施計圖を定的る3

〇保雅银察所（社会復帰鯛整官】昧，対欽耆の內滑な社会復縄を図るた的, 

闌係攒蘭&び民聞団怖等との連携の確探に努防鬲。

〇精神保健観嘉の下での通陽逡療を育う期間は,3年間とする¢裁鸨所は・ 

通じX2#を超えない範囲で》この期聞を蜒畏で音岳Jo

〇 裁判所!丸 対兼養.保瞳轡又は保護観察疥の養の审览てにまって.稱神 

保健疲察の下での通院治療告終了することができる。

〇裁判所は.精神保健鏡翳を籃けてい石養にっも探護観察所の接の申空 

てによ认（M）入院決走をす鬲ことがで




